
①既に初任者研修を修了していますか
　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　









障害者相談支援従事者研修における対象研修場合分けシート




















修了している





修了してない





初任者研修が対象です





②現在、障害者相談支援専門員として障害者相談支援事業所に勤務していますか。





勤務している





勤務していない





現任者研修が対象です。


制度上、初任者研修を修了してから５年の間に１度は現任者研修を受講することとなります。





③平成１８年度以降、障害者相談支援専門員として勤務していましたか。





勤務していた





勤務していない





④研修時に、自分のかかわった事例について利用者の方の承諾を得、匿名にした上で提出し、研修内で検討することができますか。





④’　初任者研修の修了年度は平成１８年度もしくは平成１９年度ですか。





現任者研修が対象です





初任者（更新）研修が対象です





できる





できない





20年度以降である





18年度か19年度


である





今年度の初任者（更新）研修が対象です





来年度以降、初任者（更新）研修が対象です








